
上記事項につきましては、法令及び当社定款第14条第２項の規定に基づ
き、書面交付請求をいただいた株主様に対して交付する書面には記載してお
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でお送りいたします。
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体 制 及 び 当 該 体 制 の 運 用 状 況
会 社 の 支 配 に 関 す る 基 本 方 針
連 結 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書
連 結 注 記 表
株 主 資 本 等 変 動 計 算 書
個 別 注 記 表
連結計算書類に係る会計監査報告
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（2024年10月１日～2025年９月30日）

ティアンドエスグループ株式会社



業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
⑴　業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要
　当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、業務の適正を確保するため
の体制整備の基本方針として、内部統制システム整備の基本方針を以下のと
おり定めております。この方針は、2018年11月15日に取締役会にて制定
し、直近では2024年５月17日に改定しております。
① 当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
ⅰ. 当社は当社グループを統括する持株会社として、子会社が当社グルー
プの一員として整備・運用すべき事項を定めるなど、当社による子会
社に対する適切なサポート及び管理・監督を通じて、当社グループの
業務の適正を確保する。

ⅱ. 当社のグループ管理規程ほか各規程を通じて、子会社に対する全般的
な管理方針、管理組織について定め、業務の適正を確保する。

ⅲ. 子会社の業務執行については日常的な当社への報告に加え、経営の重
要な事項については経営会議及び取締役会にて報告・審議を行い、そ
の内容を踏まえ、各子会社の取締役による決定や当社取締役会におい
て適切に意思決定を行うものとする。

② 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保す
るための体制

ⅰ. 役員並びに従業員の職務の執行が、法令及び定款に適合することを確
保するため、「企業理念」を制定し、役員及び役職者はこれを率先垂
範し、従業員への周知徹底、教育啓蒙を継続して行い、健全な企業風
土の醸成に努める。

ⅱ. コンプライアンス規程を制定するとともに、リスク・コンプライアン
ス委員会にてコンプライアンス体制の構築・管理・維持にあたる。

ⅲ. コンプライアンスに関する教育・研修を適宜開催し、コンプライアン
ス意識の維持・向上を図る。

ⅳ. 内部通報制度を設け、問題の早期発見・未然防止を図り、適切かつ迅
速に対応する。

ⅴ. 当社は、健全な会社経営のため、反社会的勢力とは決して関わりを持
たず、また不当な請求には断固としてこれを拒絶する。

③ 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
ⅰ. 取締役の職務の執行に係る情報については、法令及び文書保管管理規
程、稟議規程等の関連規程に基づき、適切に保存及び管理を行う。

ⅱ. 取締役は、これらの文書等を、常時閲覧できるものとする。
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④ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
ⅰ. リスク管理規程を制定し、会社の事業活動において想定される各種リ
スクに対する組織、責任者を定め、適切に評価・管理体制を構築す
る。

ⅱ. 危機発生時には、緊急事態対応体制をとり、社内外への適切な情報伝
達を含め、当該危機に対して適切かつ迅速に対処するものとする。

⑤ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
ⅰ. 取締役会は取締役の職務の執行が効率的に行われるよう、経営方針を
策定する。

ⅱ. 取締役会規程、業務分掌規程、職務権限規程を定め、取締役の職務及
び権限、責任の明確化を図る。

ⅲ. 取締役会を毎月１回定期的に開催するほか、必要に応じて適宜臨時に
開催する。

ⅳ. 社外取締役は、適宜代表取締役執行役員社長及び他の取締役と経営状
況についての情報交換を行い、適切に助言を行う。

ⅴ. 経営会議を設置し、取締役会より一定の事項の決定等を委任する。経
営会議は、受任事項の決定のほか、取締役会の意思決定に資するため
取締役会決議事項を事前に審議する。

⑥ 監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合に
おける当該使用人に関する体制並びにその使用人の取締役からの独立性
に関する事項

ⅰ. 内部監査室を監査等委員会の指揮・命令下に置く。
ⅱ. 内部監査室に所属する使用人の人事・評価等については、監査等委員
会の事前の同意を得るものとする。

⑦ 取締役及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制その他の監査
等委員会への報告に関する体制
ⅰ. 監査等委員会は、取締役会のほか経営会議等重要な会議に出席し、当
社グループの取締役及び使用人から職務執行状況の報告を求めること
ができる。

ⅱ. 当社グループの取締役及び使用人は、法令に違反する事実、会社に著
しい損害を与えるおそれのある事実を発見したときには、速やかに監
査等委員会に報告する。

ⅲ. 当社グループの取締役及び使用人は、監査等委員会からの業務執行に
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関する事項の報告を求められた場合には、速やかに報告する。

⑧ その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体
制
ⅰ. 監査等委員会には、法令に従い、社外監査等委員を含み、公正かつ透
明性を担保する。

ⅱ. 監査等委員会は、代表取締役執行役員社長と定期的に意見交換を行
い、相互の意思疎通を図る。

ⅲ. 監査等委員会は、内部監査室を指揮・命令下に置き・共同して組織的
な監査を行う。

ⅳ. 監査等委員会は、監査法人と定期的に情報交換を行い、相互の連携を
図る。

ⅴ. 監査等委員会は、監査業務に必要と判断した場合には、会社の費用負
担にて弁護士、公認会計士、その他専門家の意見を聴取することがで
きる。

⑨ 財務報告の信頼性を確保するための体制
　財務報告の信頼性確保のため、代表取締役執行役員社長を責任者とし
て、コーポレート本部が全社的な統制活動及び業務プロセスの統制活動を
強化し、その運用体制を構築する。

⑩ 反社会的勢力との取引排除に向けた基本的考え方及びその整備状況
ⅰ．反社会的勢力との取引排除に向けた基本的な考え方
イ）当社の社内規程に明文の根拠を設け、代表取締役執行役員社長以下

当社グループの組織全員が一丸となって反社会的勢力の排除に取組
む。

ロ）反社会的勢力とは取引関係を含めて一切関係を持たない。また、反
社会的勢力による不当要求は一切を拒絶する。

ⅱ．反社会的勢力との取引排除に向けた整備状況
イ）「反社会的勢力対応マニュアル」について明文化し、全社員に配布
するとともに適宜社内研修等を行い、周知徹底する。

ロ）反社会的勢力の排除を推進するためにコーポレート本部を統括管理
部署とし、また、不当請求対応の責任者を設置する。

ハ）「反社会的勢力対策規程」等の関係規程等を整備し、当社グループ
の反社会的勢力排除のための体制構築に取組む。

ニ）取引等について、反社会的勢力との関係に関して確認を行う。
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ホ）反社会的勢力の該当有無の確認のため、外部関係機関等から得た反
社会的勢力情報の収集に取組む。

⑵　業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
　業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりです。
①　取締役会を毎月１回以上開催しており、当社グループの経営の基本方針
その他重要事項等の審議、決定を行うとともに、当社グループの取締役に
よる職務執行を含め経営全般に対する監督を行っております。
　また、監査等委員会を毎月１回以上開催しており、各監査等委員が取締
役会をはじめとする重要な会議への出席や、業務及び財産の状況の調査等
を行った結果を中心に議論し、当社グループにおける監査等委員以外の取
締役の職務執行や内部統制システムに関わる監査を行っております。
②　内部監査室は年間の活動計画に沿って監査等委員会と連携して監査活動
を行っており、当社グループの社内業務について法令や社内諸規程との整
合性のチェックなどを通じて、内部統制の有効性と効率性を監査しており
ます。
③　当社では、当社グループの経営にあたり生じうる各種リスクやコンプラ
イアンス上の問題を実務的な観点から審議するために、リスク・コンプラ
イアンス委員会を設置しております。リスクマネジメントについては、委
員会が中心となって情報の収集や対応策の検討、情報の発信を行うととも
に、コンプライアンスについては、新入社員に対する研修や適宜開催して
いる各種説明会を通じて理解の向上に努めております。

会社の支配に関する基本方針
　該当事項はありません。
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(2024年10月１日から
2025年９月30日まで )

株 主 資 本 そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額
純 資 産
合 計資 本 金 資 本

剰 余 金
利 益
剰 余 金 自 己 株 式 株 主 資 本

合 計
その他有価証券

評価差額金

その他の包括

利益累計額合計

当連結会計年度期首残高 40,000 567,843 1,901,275 △73,307 2,435,811 － － 2,435,811

当 連 結 会 計 年 度 変 動 額

   剰 余 金 の 配 当 △60,630 △60,630 △60,630
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 509,237 509,237 509,237

自 己 株 式 の 処 分 141 538 680 680

連 結 範 囲 の 変 動 △9,917 △9,917 △9,917
株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 （ 純 額 ） 37,878 37,878 37,878

当連結会計年度変動額合計 － 141 438,689 538 439,369 37,878 37,878 477,248

当連結会計年度末残高 40,000 567,985 2,339,965 △72,768 2,875,181 37,878 37,878 2,913,059

連結株主資本等変動計算書

（単位：千円）

（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結注記表
１. 連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

(1) 連結の範囲に関する事項
① 連結子会社の状況

・連結子会社の数 ４社
・連結子会社の名称 ティアンドエス株式会社

TSシステムソリューションズ株式会社
イントフォー株式会社
エクステージ株式会社

② 非連結子会社の状況
　該当事項はありません。

(2) 持分法の適用に関する事項
　該当事項はありません。

(3) 連結の範囲及び持分法の適用の範囲の変更に関する注記
連結の範囲の変更

　当連結会計年度からTSシステムソリューションズ株式会社、イントフォー株式会
社、エクステージ株式会社を連結の範囲に含めております。これは、当連結会計年
度において、TSシステムソリューションズ株式会社の重要性が増したこと、イント
フォー株式会社を新たに設立したこと、エクステージ株式会社株式を取得したこと
により、連結の範囲に含めることとしたものであります。

(4) 連結子会社の事業年度等に関する事項
　連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。

(5) 会計方針に関する事項
① 重要な資産の評価基準及び評価方法

イ.　有価証券の評価基準及び評価方法
　・満期保有目的の債券 償却原価法（定額法）
　・その他有価証券
　　　市場価格のない株式等以外のもの 時価法（評価差額は全部純資産直入法

により処理し、売却原価は移動平均法
により算定）

　　　市場価格のない株式等　　　　 移動平均法による原価法
ロ.　棚卸資産の評価基準及び評価方法
　・仕掛品 個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低

下による簿価切下げの方法により算定）
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② 重要な減価償却資産の減価償却の方法
イ. 有形固定資産（リース資産を除く）

　定率法を採用しております。ただし、2016年４月１日以降に取得した建物附属
設備については定額法を採用しております。
　なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
　建物　　　　　　　　８～18年
　工具、器具及び備品　４～15年

ロ. 無形固定資産（リース資産を除く）
　定額法を採用しております。
　なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５
年）に基づいております。

③ 重要な引当金の計上基準
イ. 貸倒引当金 債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権に

ついては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定
の債権については個別に回収可能性を勘案し、回
収不能見込額を計上しております。

ロ. 賞与引当金 従業員への賞与金の支払に備えて、賞与支給見込
額の当期負担額を計上しております。

④ 収益及び費用の計上基準
　当社グループの主たる事業は、システムの受託開発及び運用・保守サービスの提
供であり、契約形態は請負契約、準委任契約及び派遣契約に分類されます。顧客と
の契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容、及び当該
履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであ
ります。
（請負契約）

　請負契約による履行義務は主に顧客との契約で定められた成果物を制作し納品
することであります。一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断されるこ
とから、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき収益を一定
の期間にわたり認識する方法を適用しております。なお、契約における取引開始
日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い場合に
は、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。

（準委任契約及び派遣契約）
　準委任契約及び派遣契約による履行義務は、一定期間内に定められた役務提供
を行うことであります。主に稼働に応じて履行義務が充足されるため、稼働実績
に基づき収益を一定の期間にわたり認識する方法を適用しております。

⑤ のれんの償却方法及び償却期間
　のれんについては、その効果の発現する期間を合理的に見積り、20年以内の期間
で均等償却しております。
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当連結会計年度
繰延税金資産 69,551千円

　有形固定資産の減価償却累計額 32,143千円

普通株式 7,633,200株

決 議 株 式 の
種 類 配当金の総額 １株当たり

配 当 額 基 準 日 効力発生日

2 0 2 4 年 1 2 月 2 4 日
定 時 株 主 総 会

普通
株式 60,630千円 ８円00銭 2024年

９月30日
2024年

12月25日

決 議 予 定 株 式 の
種 類

配 当 の
原 資 配当金の総額 １株当たり

配 当 額 基 準 日 効力発生日

2025年12月24日
定 時 株 主 総 会

普通
株式

利益
剰余金 75,791千円 10円00銭 2025年

９月30日
2025年

12月25日

⑥ その他連結計算書類の作成のための重要な事項
退職給付に係る負債の計上基準 従業員への退職給付に備えるため、退職給付に係

る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係
る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方
法を用いた簡便法を適用しております。

２. 会計上の見積りに関する注記
繰延税金資産の回収可能性

(1) 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
将来の事業計画を基礎に回収可能性があると判断された将来減算一時差異に対

し繰延税金資産を計上しております。
繰延税金資産の回収可能性は将来の課税所得の見積りに依存するため、その見

積りの前提とした条件や仮定に変更が生じた場合、繰延税金資産の金額に重要な
影響を及ぼす可能性があります。

３. 連結貸借対照表に関する注記

４. 連結株主資本等変動計算書に関する注記
(1) 当連結会計年度の末日における発行済株式の種類及び総数

(2) 剰余金の配当に関する事項
① 配当金支払額等

② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年
度になるもの
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普通株式 43,200株

(3) 当連結会計年度の末日における新株予約権（権利行使期間の初日が到来していない
ものを除く。）の目的となる株式の種類及び数

５. 金融商品に関する注記
(1) 金融商品の状況に関する事項

①　金融商品に対する取組方針
　　当社グループは、資金運用については短期的な預金等を基本とし、資金調達につ

いては設備投資計画等に照らして、銀行等金融機関からの借入や第三者割当増資に
よる方針であります。

②　金融商品の内容及びそのリスク
　　営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。
　　投資有価証券は、満期保有目的の債券及び業務上の関係を有する企業の株式であ

り、市場リスクに晒されております。
　　営業債務である買掛金及び未払費用は、そのほとんどが２ヶ月以内の支払期日で

あります。
③　金融商品に係るリスク管理体制
　a. 信用リスク（取引先の契約不履行に係るリスク）の管理
　　営業債権については、債権管理規程に従い、主要な取引先の状況を定期的にモニ

タリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化
等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。

　　満期保有目的の債券は、格付の高い債券のみを対象としているため、信用リスク
は僅少であります。

　b. 市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
　　投資有価証券については、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況等を

把握し、また、満期保有目的の債券以外のものについては、取引先企業との関係を
勘案して保有状況を継続的に見直しております。

　c. 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の
管理

　　各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金繰計画を作成・更新するととも
に、手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。

④　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
　　金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条

件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。

－ 9 －



連結貸借対照表計上額 時 価 差 額

投資有価証券(*2) 92,875 92,673 △202

区分 連結貸借対照表計上額
非上場株式 400

区 分
時　　価

レベル１ レベル２ レベル３ 合 計
投 資 有 価 証 券

そ の 他 有 価 証 券
株 式 82,875 － － 82,875

(2) 金融商品の時価等に関する事項
　2025年９月30日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額について
は次のとおりであります。
                                                                                          （単位：千円）

 (*1) 「現金及び預金」、「売掛金」、「買掛金」、「未払費用」については、現金で
あること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであるこ
とから、記載を省略しております。

 (*2) 市場価格のない株式等は、「投資有価証券」には含まれておりません。当該金融
商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

                                                    （単位：千円）

(3) 金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項
　金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じ
て、以下の３つのレベルに分類しております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場にお
いて形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関す
る相場価格により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のイン
プット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時
価

　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それら
のインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低
いレベルに時価を分類しております。
① 時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    （単位：千円）
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区 分
時　　価

レベル１ レベル２ レベル３ 合 計
投 資 有 価 証 券

満期保有目的の債券 － 9,798 － 9,798

DXソリューションカテゴリー 2,392,911
半導体ソリューションカテゴリー 1,278,527
AIソリューションカテゴリー 431,879
顧客との契約から生じる収益 4,103,317
その他の収益 －
外部顧客への売上高 4,103,317

(1) １株当たりの純資産額 384円35銭
(2) １株当たりの当期純利益 67円19銭

② 時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    （単位：千円）

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
投資有価証券

　当社が保有している地方債は、取引金融機関から提示された価格により評価し
ており、その時価をレベル２の時価に分類しております。

６. 収益認識に関する注記
(1) 顧客との契約から生じる収益を分解した情報
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   （単位：千円）

(2) 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
　「１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等」の「(5)　
会計方針に関する事項　④　収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

７. １株当たり情報に関する注記

８. 重要な後発事象に関する注記
（新株予約権の発行）
　当社は、2025年９月17日開催の取締役会において、横浜キャピタル株式会社との事
業提携契約の締結と、それに伴う2025年10月３日を払込期日とした第三者割当により
発行される第６回新株予約権（以下、「本新株予約権」という。）の発行を決議し、
2025年10月３日に本新株予約権の発行価額の総額の払込が完了しております。
　なお、本新株予約権の概要は以下のとおりであります。
(1) 割当日

2025年10月３日
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(2) 新株予約権の総数
11,287個

(3) 新株予約権の発行価額
総額6,546千円（本新株予約権１個当たり580円）

(4) 当該発行による潜在株式数
潜在株式数：1,128,700株

　本新株予約権については、行使価額の修正は行われず、したがって上限行使価額及
び下限行使価額はありません。

(5) 調達資金の額
1,356,471千円（差引手取概算額：1,350,021千円）
（内訳）本新株予約権発行分    　 6,546千円
　　　　本新株予約権行使分 1,349,925千円

　調達資金の額は、本新株予約権の発行価額の総額と、すべての本新株予約権が行使
されたと仮定して算出された行使価額の合計額です。本新株予約権の権利行使期間内
に行使が行われない場合及び当社が取得した新株予約権を消却した場合には、調達資
金の額は減少します。

(6) 行使価額
１株当たり1,196円

(7) 募集又は割当方法
第三者割当の方法による。

(8) 割当先
Yokohama Bridge投資事業有限責任組合

(9) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備
金の額

　本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会
社計算規則第17条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額と
し、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
　本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額
は、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
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（自己株式の取得）
　当社は、2025年11月12日開催の取締役会において、会社法第459条第１項及び当社
定款35条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項を下記のとおり決議いたしました。
(1) 自己株式の取得を行う理由

　機動的な資本政策を通じて資本効率の向上を通じた株主価値の向上を図るため。

(2) 取得に係る事項の内容
①取得対象株式の種類 当社普通株式
②取得し得る株式の総数 230,000株（上限）

（発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合　
3.03％）

③株式の取得価額の総額 322,000千円（上限）
④取得期間 2025年11月13日～2026年５月12日
⑤取得方法 取引一任契約に基づく東京証券取引所における市場買

付
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(2024年10月 1 日から
2025年 9 月30日まで)

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

資本準備金 その他資本
剰　余　金

資本剰余金
合　　　計 利益準備金

その他利益
剰　余　金 利益剰余金

合　　　計繰 越 利 益
剰　余　金

当 期 首 残 高 40,000 266,662 301,180 567,843 150 1,781,850 1,782,000

当 期 変 動 額

剰余金の配当 △60,630 △60,630

当 期 純 利 益 208,314 208,314

自己株式の処分 141 141
株主資本以外の項
目 の 当 期 変 動 額
（ 純 額 ）

当期変動額合計 － － 141 141 － 147,684 147,684

当 期 末 残 高 40,000 266,662 301,322 567,985 150 1,929,535 1,929,685

株主資本 評 価 ・ 換 算 差 額 等

純 資 産
合 計自己株式 株主資本

合　　計
その他有価証

券評価差額金

評価・換算

差額等合計

当 期 首 残 高 △73,307 2,316,537 － － 2,316,537

当 期 変 動 額

剰余金の配当 △60,630 △60,630

当 期 純 利 益 208,314 208,314

自己株式の処分 538 680 680
株主資本以外の項
目 の 当 期 変 動 額
（ 純 額 ）

37,878 37,878 37,878

当期変動額合計 538 148,364 37,878 37,878 186,242

当 期 末 残 高 △72,768 2,464,902 37,878 37,878 2,502,780

株主資本等変動計算書

（単位：千円）

（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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個別注記表
１．重要な会計方針に係る事項に関する注記

⑴　資産の評価基準及び評価方法
有価証券の評価基準及び評価方法

①　満期保有目的の債券  　　償却原価法（定額法）
②　子会社株式 　　　　　　　  移動平均法による原価法
③　その他有価証券

・市場価格のない株式等以外のもの 時価法（評価差額は全部純資産直入法によ
り処理し、売却原価は移動平均法により算
定）

・市場価格のない株式等 移動平均法による原価法

⑵　固定資産の減価償却の方法
①　有形固定資産（リース資産を除く）

　定率法を採用しております。ただし、2016年４月１日以降に取得した建物附
属設備については定額法を採用しております。
　なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
　建物　　　　　　　　８～18年
　工具、器具及び備品　４～15年

②　無形固定資産（リース資産を除く）
　定額法を採用しております。
　なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５
年）に基づいております。

⑶　引当金の計上基準
①　貸倒引当金 債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権に

ついては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定
の債権については個別に回収可能性を勘案し、回
収不能見込額を計上しております。

②　賞与引当金 従業員への賞与金の支払に備えて、賞与支給見込
額の当期負担額を計上しております。

③　退職給付引当金 従業員への退職給付に備えるため、退職給付引当
金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期
末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を
用いた簡便法を適用しております。

⑷　収益及び費用の計上基準
　当社の収益は、主に子会社からの配当金、経営指導料及び業務受託料であります。
　受取配当金については、配当金の効力発生日をもって収益を認識しております。
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当事業年度
繰延税金資産  44,890千円

⑴　有形固定資産の減価償却累計額 24,569千円

⑵　関係会社に対する金銭債権、債務
　　短期金銭債権 90,000千円

営業取引による取引高
　営業収益 492,014千円
営業取引以外の取引高 1,406千円

普通株式 54,040株

　経営指導料及び業務受託料は子会社に対しサービスを提供することを履行義務とし
ており、当該履行義務は一定の期間にわたり履行義務が充足されるため、契約期間に
わたって収益を認識しております。

⑸　その他計算書類作成のための基本となる重要な事項
　繰延資産の処理方法
　株式交付費　　　　支出時に全額費用として処理しております。

２．会計上の見積りに関する注記
　繰延税金資産の回収可能性

(1) 当事業年度の計算書類に計上した金額

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
将来の事業計画を基礎に回収可能性があると判断された将来減算一時差異に対

し繰延税金資産を計上しております。
繰延税金資産の回収可能性は将来の課税所得の見積りに依存するため、その見

積りの前提とした条件や仮定に変更が生じた場合、繰延税金資産の金額に重要な
影響を及ぼす可能性があります。

３．貸借対照表に関する注記

４．損益計算書に関する注記
関係会社との取引高

５．株主資本等変動計算書に関する注記
　　当事業年度の末日における自己株式の種類及び数
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種 類 会 社 等 の
名 称

議 決 権 等 の
所有(被所有)
割 合 ( ％ )

関連当事者
と の 関 係

取 引
内 容

取引金額
（ 千 円 ） 科 目 期末残高

（ 千 円 ）

子会社
テ ィ ア ン
ド エ ス 株
式会社

所有
直 接
100％

資金の援助
経営指導・
業務受託
役員の兼任

資金の回収
利息の受取
（注１）
経営指導・
業務受託料
（注２）

200,000
833

273,310

－
－

－

－
－

－

子会社

TSシ ス テ
ム ソ リ ュ
ー シ ョ ン
ズ 株 式 会
社

所有
直 接
100％

資金の援助
経営指導・
業務受託

資金の貸付
（注１）
利息の受取
（注１）
経営指導・
業務受託料
（注２）

40,000

323

7,292

短期貸
付金

－

－

40,000

－

－

子会社
イ ン ト フ
ォ ー 株 式
会社

所有
直 接
100％

資金の援助
経営指導・
業務受託
役員の兼任

資金の貸付
（注１）
利息の受取
（注１）
経営指導・
業務受託料
（注２）

50,000

250

8,131

短期貸
付金

－

－

50,000

－

－

子会社
エ ク ス テ
ー ジ 株 式
会社

所有
直 接
100％

経営指導・
業務受託

経営指導・
業務受託料
（注２）

3,281 － －

６．税効果会計に関する注記
　繰延税金資産の発生の主な原因は、関係会社株式40,284千円、投資有価証券評価損
17,564千円の否認等であります。

７．関連当事者との取引に関する注記
子会社

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）１．資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しておりま

す。
２．経営指導・業務受託料については、契約に基づき決定しております。

８．収益認識に関する注記
　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「１．重要な会計
方針に係る事項に関する注記　⑷　収益及び費用の計上基準」に記載のとおりでありま
す。
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⑴　１株当たりの純資産額 330円22銭
⑵　１株当たりの当期純利益 27円49銭

９．１株当たり情報に関する注記

10．重要な後発事象に関する注記

　連結注記表「８．重要な後発事象に関する注記」に同一の内容を記載しているため、
注記を省略しております。
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代 表 社 員
業務執行社員 公認会計士 岩 野 　 裕 司
代 表 社 員
業務執行社員 公認会計士 三 澤 　 卓 也

独立監査人の監査報告書
2025年11月20日

ティアンドエスグループ株式会社
取締役会　御中

双葉監査法人
東京都新宿区

　監査意見
　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、ティアンドエスグループ株式会社
の2024年10月１日から2025年９月30日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、
連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査
を行った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業
会計の基準に準拠して、ティアンドエスグループ株式会社及び連結子会社からなる企業集団
の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表
示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の
責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、
会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果た
している。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断
している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記
載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報
告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておら
ず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過
程において、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との
間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の
記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した
場合には、その事実を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に係る会計監査報告
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連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して
連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚
偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制
を整備及び運用することが含まれる。
　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作
成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企
業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開
示する責任がある。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を
監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又
は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書にお
いて独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又
は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思
決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程
を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示

リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断
による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものでは
ないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案する
ために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた
会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、ま
た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又
は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関す
る重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注
意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場
合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の
結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業
会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の
表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示して
いるかどうかを評価する。

・　連結計算書類 に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する
十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類 の監査に関する指示、監督
及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
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　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程
で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求めら
れているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規
定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び
阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽
減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
り記載すべき利害関係はない。

以　上
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代 表 社 員
業務執行社員 公認会計士 岩 野 　 裕 司
代 表 社 員
業務執行社員 公認会計士 三 澤 　 卓 也

独立監査人の監査報告書
2025年11月20日

ティアンドエスグループ株式会社
取締役会　御中

双葉監査法人
東京都新宿区

　監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、ティアンドエスグループ株
式会社の2024年10月１日から2025年９月30日までの第10期事業年度の計算書類、すなわ
ち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書
（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会
計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点
において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責
任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会
社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査
法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記
載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報
告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれてお
らず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の
過程において、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識
との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外に
その他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断
した場合には、その事実を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類に係る会計監査報告
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計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して
計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
備及び運用することが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成す
ることが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会
計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示す
る責任がある。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を
監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は
誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書におい
て独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤
謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に
影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程
を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示
リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断
による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではな
いが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するた
めに、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた
会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、ま
た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又
は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関す
る重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意
を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合
は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、
企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会
計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表
示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示している
かどうかを評価する。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程
で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求めら
れているその他の事項について報告を行う。
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　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規
定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び
阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽
減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利
害関係はない。

以　上
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